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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism —





プレス発表資料
海上保安庁、水産庁・同時発表

（問い合わせ先）
国土交通省海事局
海技資格課　課長補佐　八木、小沼
代表 03-5253-8111（内線45-302,45-357）直通 03-5253-8655
運航労務課　課長補佐　諏訪、細田

代表 03-5253-8111（内線45-202,45-256）直通 03-5253-8652
安全基準課　課長補佐　植村、伊藤
代表 03-5253-8111（内線43-922,43-936）直通 03-5253-8636
検査測度課　課長補佐　斉藤、小田原

代表 03-5253-8111（内線44-122,44-124）直通 03-5253-8639

平成20年2月25日
国土交通省　　　　
漁船関係者に対するライフジャケット着用推進
キャンペーンの実施について
　国土交通省では、水産庁及び海上保安庁と連携して、4月1日から施行される一人乗り小型漁船に対するライフジャケット着用義務範囲の拡大（船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正）について、その実効を期すとともに、併せて広く漁船関係者全般におけるライフジャケットの着用を図り、もって漁船関係者の船外転落事故の防止に資することを目的に、関係団体と協力して、下記のとおり漁船関係者に対するライフジャケット着用推進キャンペーンを実施します。

記

１．実施期間

　　平成20年3月1日（土）から3月15日（土）まで
２．実施内容

①　パンフレットの配付等を通じての周知啓発活動（別紙参照）
②　安全講習会やライフジャケット着用体験会の開催

３．実施主体

全国の各地方運輸局、神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局の職員が、海上保安部等と連携しつつ実施します。
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